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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第１区分
【発行日】平成30年9月20日(2018.9.20)

【公表番号】特表2017-524644(P2017-524644A)
【公表日】平成29年8月31日(2017.8.31)
【年通号数】公開・登録公報2017-033
【出願番号】特願2017-507882(P2017-507882)
【国際特許分類】
   Ｃ０３Ｃ  17/28     (2006.01)
   Ｃ０３Ｃ  23/00     (2006.01)
   Ｇ０２Ｆ   1/1333   (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０３Ｃ   17/28     　　　Ａ
   Ｃ０３Ｃ   23/00     　　　Ａ
   Ｇ０２Ｆ    1/1333   ５００　

【手続補正書】
【提出日】平成30年8月7日(2018.8.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ガラス基板であって、
　シリコン薄膜トランジスタ素子を形成することができるＡ面、及び
　均一な有機膜を有するＢ面であって、前記有機膜が、接触帯電又は摩擦帯電による電圧
の発生を抑制する成分を含む、Ｂ面を備え、
　ボロアルミノシリケートを含み、２．４５ｇ／ｃｍ３未満の密度を有することを特徴と
するガラス基板。
【請求項２】
　前記有機膜が、前記Ｂ面の親水性を低下させる有機化合物、プロトン化可能なアミン基
又は他のカチオン基を含む有機化合物、前記ガラス基板Ｂ面の表面摩擦係数を低下させる
有機化合物、表面電子移動度を向上させるオルガノシランを含む有機化合物、及びこれ等
の組み合わせから成る群より選択される化合物を含むことを特徴とする、請求項１記載の
ガラス基板。
【請求項３】
　前記有機膜が、少なくとも２個の炭素を有する長鎖アルキル基、アミン、又は可動電子
を提供する芳香環のうちの１つ以上を含むことを特徴とする、請求項１又は２記載のガラ
ス基板。
【請求項４】
　前記有機膜が、炭素数２以上のアルキル基を有する、アルキルアンモニウム終端シラン
カップリング剤、芳香族化合物、又は炭素数２以上の長鎖アルキル基のうちの１つ以上を
含むことを特徴とする、請求項１～３いずれか１項記載のガラス基板。
【請求項５】
　１０％以上のすべての相対湿度において、表面抵抗率の対数が、１６．５オーム／スク
エア未満であることを特徴とする、請求項１～４いずれか１項記載のガラス基板。
【請求項６】
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　２０ｍＭのＫＣｌ電極を用いて、中性ｐＨ及び室温において測定した、前記Ｂ面のゼー
タ電位が、－３０ｍＶ～４０ｍＶの範囲であることを特徴とする、請求項１～５いずれか
１項記載のガラス基板。
【請求項７】
　前記Ｂ面の水接触角が２５度より大きいことを特徴とする、請求項１～６いずれか１項
記載のガラス基板。
【請求項８】
　ガラス製品を製造する方法であって、
　Ａ面及びＢ面を有するガラス基板を形成するステップであって、前記Ａ面に電子素子を
形成することができ、前記ガラス基板が、ボロアルミノシリケートを含み、２．４５ｇ／
ｃｍ３未満の密度を有する、ステップと、
　前記ガラス基板の前記Ｂ面に、均一な有機膜を形成するステップであって、前記有機膜
が、接触帯電又は摩擦帯電による電圧の発生を抑制する成分を含む、ステップと、
を備えたことを特徴とする方法。
【請求項９】
　前記有機膜が、湿式化学法を用いて、前記ガラス基板の前記Ｂ面を洗浄する間に形成さ
れることを特徴とする、請求項８記載の方法。
【請求項１０】
　トップゲート型薄膜トランジスタを、ボロアルミノシリケートガラス基板に直接作製す
る方法であって、
　トランジスタを形成することができるＡ面、及び該Ａ面に対向するＢ面を有するガラス
基板を用意するステップであって、前記Ｂ面が有機膜を備えた、ステップと、
　シリコン被膜をＡ面に直接形成するステップと、
　前記シリコン被膜をパターン化して、薄膜トランジスタのベースを形成するステップと
、
　前記薄膜トランジスタを形成するのに必要な形成ステップを継続するステップと、
を備えたことを特徴とする方法。
【請求項１１】
　前記有機膜が、前記Ｂ面の親水性を低下させる有機化合物、プロトン化可能なアミン基
又は他のカチオン基を含む有機化合物、前記ガラス基板Ｂ面の表面摩擦係数を低下させる
有機化合物、表面電子移動度を向上させるオルガノシランを含む有機化合物、及びこれ等
の組み合わせから成る群より選択される化合物を含むことを特徴とする、請求項１０記載
の方法。
【請求項１２】
　前記ガラス基板の前記Ｂ面のゼータ電位が、中性ｐＨにおいて、－３０ｍＶ～４０ｍＶ
の範囲であることを特徴とする、請求項１０又は１１記載の方法。
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